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厚生労働省は、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定していますが、令和２年９月１日に、このガイドライン

が改定されました。今回は、労働時間の管理（原則的な取扱いの部分）を紹介します。 

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改定されました②  

 

★労働時間の通算や時間外労働の割増賃金の取扱いは複雑ですね。その点も考慮してか、改定後のガイドラインで

は、簡便な労働時間管理の方法（「管理モデル」）も示されています。次号で、この管理モデルを紹介します。 

＜労働時間の管理＞ 

労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合には、労働基準法 38条

１項に基づき、以下により、労働時間を通算して管理することが必要である。 

①労働時間の通算が必要となる場合 

・労働者が事業主を異にする複数の事業場において「労働基準法に定められた労

働時間規制が適用される労働者」に該当する場合に、労働時間が通算される。 

・法定労働時間、時間外労働の上限規制について、労働時間を通算して適用される。 

②副業・兼業の確認 

・使用者は、労働者からの申告等により、副業・兼業の有無・内容を確認する。 

・使用者は、届出制など副業・兼業の有無・内容を確認するための仕組みを設けておくことが望ましい。 

③労働時間の通算 

・労働時間の通算は、自社の労働時間と、労働者からの申告等により把握した他社の労働時間を通算することによっ

て行う。 

・副業・兼業の開始前に、自社の所定労働時間と他社の所定労働時間を通算して、法定労働時間を超える部分があ

る場合には、その部分は後から契約した会社の時間外労働となる。 

・副業・兼業の開始後に、所定労働時間の通算に加えて、自社の所定外
．
労働時間と他社の所定外

．
労働時間を、所

定外労働が行われる順に通算して、法定労働時間を超える部分がある場合には、その部分が時間外労働となる。 

④時間外労働の割増賃金の取扱い 

・上記③の労働時間の通算によって時間外労働となる部分のうち、自社で労働させた時間について、時間外労働の

割増賃金を支払う必要がある。 

規制改革の当面の審議事項 書面規制、押印、対面規制の見直しの早期実現を

を目指す 令和２年９月中旬、菅内閣が発足しました。菅総理は、「行政の縦割りを打破し、

大胆に規制改革を断行する」とし、その突破口として「デジタル庁」を創設することも

明言しています。10月上旬に開催された「第 1回 規制改革推進会議 議長・座長

会合」では、規制改革における当面の審議事項について議論されています。その

ポイントを紹介します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/10 ● 10月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付 

11/16 ● 所得税予定納税額の減額申請期限（第２期分のみ） 

11/30 ● 10月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 

● ９月決算法人の確定申告と納税・2021 年３月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 

● 12月・翌年３月・６月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで） 

● 所得税予定納税額の納付（第２期分） 

規制改革推進会議においては、国民目線での規制・制度改革を進め、規制改革・行政改革ホットライン（縦割り 

110 番）に寄せられた提案を規制・制度の見直しに直結させる取組を強化する。当面の審議事項としては、 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止及び新たな生活様式に向けた規制改革 

・デジタル時代に向けた、規制全般のデジタルトランスフォーメーション 

・地方を含めた経済活性化・成長路線への回復に向けた規制改革 

の３つの柱の下で規制改革に取り組むが、これら以外についても、民間活力を引き出し、国民生活の向上に資する規

制・制度改革の審議を大胆に進めていく。 

★特に注目を集めているのは、「書面規制、押印、対面規制の見直し」です。次のような方向性が示されています。 

① 行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直し 

・全ての行政手続を対象として、書面・押印・対面の必要性を厳しく検証し、年内に省令・告示等の改正、年明けに

一連の法改正を行う。 

② 民間における書面規制・押印、対面規制の見直し 

・民間事業者間の手続についても、法令で書面・押印・対面を求めている規制の必要性を検証し、見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

★その他、「テレワーク推進の観点から、時間や場所にとらわれない働き方の推進」として、労働時間管理や労働環境な

どの労働関係の規制・制度について、テレワーク推進の観点からガイドラインで制度の取扱いや運用の明確化、柔軟化

等を行うといった方向性も示されています。やはり、企業実務に直結する内容が注目を集めているようです。早期実現を

目指すこととしていますが、どこまで規制・制度改革を進められるのか？ 動向に注目です。 

令和２年分の年末調整 改正事項に注意 

 令和２年も残り数か月となり社員の所得税に関する年末調整の時期も近づいてきました。令和２年分の所得税につ

いては改正事項が多く、年末調整においてもその対応をしなければなりません。国税庁からも「令和２年の年末調整は

改正事項が多いため、控除誤りなどにご注意ください」と、下記のページで目立つように掲載されています。 

★「年末調整がよくわかるページ」では、その重要性に鑑み、改正事項に関するバナーが目立つように配置されていま

す。まずは、改正事項を確認しておきたいところです。ご不明な点については、お気軽にお問い合わせください。 

【国税庁の「年末調整がよくわかるページ」のトップ画面】 
◆令和２年の年末調整に影響する主な改正点は次のとお

りです。 

① 給与所得控除、基礎控除の見直し、所得金額調整控除

の創設、扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し 

② 寡婦（夫）控除の見直し（「寡婦控除」と「ひとり親控除」

に変更） 

③ 年末調整の電子化（年末調整の自動計算機能） 

なお、①と②の改正に伴い、年末調整書類も見直されてい

ます。 

お仕事 
カレンダー 

11月 

◆あとがき◆  実りの秋、食欲の秋、行楽の秋。今年は、秋祭りも少なくなって残念な限りですね。

ＧＯＴＯトラベルキャンペーンを使いたいような使いたくないような・・・。 


